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研究成果の概要（和文）： 

韓国の大統領は「強い」と思われているが、自らの政策課題の立法化に失敗している。なぜな

ら、議会との関係において憲法上与えられている権限は他国と比べると今なお大きいが、政党

の関係においてはそれほど大きな権力を行使できないからである。与党が議会で過半数を占め

ている場合はその与党を大統領は統制しにくい反面、与党を統制しているときは議会で過半数

を割ってしまう。大統領選挙と議会選挙は常に非同時選挙だが、大統領ごとに議会選挙の時期

が異なるという選挙サイクルが政党政治を規定し、大統領の立法パフォーマンスを左右する。 

 

研究成果の概要（英文）： 

Contrary to the general understanding among area specialists and the local people 

themselves that Korean president is “strong,” s/he often fails in getting her policy 

agenda realized by the legislature. This seemingly counterintuitive fact is because 

her partisan power is not as strong as her constitutional power. In the institutional 

settings after the democratization in the 1980’s, Korean president is prone to face 

the dilemma in which either the presidential party’s majority in the legislature 

or her control over the party, constitutive of partisan power, is sacrificed due to 

the non-concurrent, but different electoral cycle between presidential and 

legislative elections in different presidencies, a unique institutional 

characteristics to Korea.  
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１．研究開始当初の背景 

 

本研究の理論的起点は、第 1 に、比較執政

制度論の観点からの大統領制研究である。こ

れまで、大統領制の分析は、大統領と議会の

間の憲法権限や政党政治における党派的権

力を基準にした大統領の立法上の「強さ」に

関する理論的な探究や方法論的操作化を契

機に、ラテンアメリカ、東欧・旧ソ連圏、ア

フリカを対象にした事例研究が蓄積されて

きた。しかし、インドネシア・フィリピン・

韓国など大統領制や、台湾やスリランカなど

半大統領制の事例は多いにもかかわらず、ア

ジアを対象にした研究は皆無であり、国際的

な比較研究における空白地帯になっている。 

第 2に、民主化研究である。体制移行にお

ける執政制度の選択は民主化以降の民主主

義体制の安定性に差をもたらすとされ、「大

統領制の欠陥」は論争を呼んだ。「民主化の

第 3の波」を経たフィリピン・韓国・台湾は

いずれも(半)大統領制を選択したが、韓国と

台湾では民主主義体制が定着したのに対し

て、フィリピンと議院内閣制のタイでは権威

主義体制へ「逆行」する動きも見られる。体

制変動という「憲法政治」上のマクロな変化

について執政制度だけで説明できるかどう

かはともかく、そもそもなぜその執政制度が

選択され、その特徴は何なのかという点は、

執政長官の「通常の政治(政策課題の立法

化)」についてミクロな次元から明らかにす

る上で重要である。 

第 3に、現代韓国政治研究である。大統領

制は現代韓国政治の核心であるにもかかわ

らず、比較執政制度論の中で適切に位置づけ

られていないため、概論的水準にとどまって

いると言わざるをえない。また、大統領のリ

ーダーシップや政策遂行に関する大統領学

も、実証的根拠に乏しく、印象論の域を出て

いない。地域研究ではなく現代政治研究の事

例として韓国を位置づけなければならない。 

 

 



２．研究の目的 

本研究の目的は、第 1に、韓国の大統領制

について、比較執政制度論の研究成果を活用

し、多国間比較と時系列比較の中にはじめて

位置づけることで、大統領の政策課題の立法

化におけるヴァリエーションを解明するこ

とである。大統領と議会の間の憲法権限や政

党政治における党派的権力を基準に、大統領

の立法上の強さについて類型化し、時期ごと

に同定する。例えば、民主化以降の時系列比

較において、憲法権限は一定だが、与党の議

会支配と大統領の与党統制によって構成さ

れる党派的権力は時期ごとに異なるため、大

統領の強さにはヴァリエーションが存在す

る。また、他の大統領制国家との多国間比較

においては、党派的権力だけでなく憲法権限

も変数になるが、この両者のマトリックスに

よって大統領の強さが類型化され、それに応

じて立法化の程度が異なるはずである。 

第 2に、先行研究にはなかった制度配置が

見られる韓国の事例を用いることで、比較執

政制度論の理論的発展に貢献することであ

る。韓国の大統領制には、大統領の当選回数

が 1期に制限されていて、かつ、大統領選挙

と議会選挙の選挙サイクルが周期的に変化

するという、先行研究や他のアジアの事例に

は見られない特徴がある。そのため、韓国の

事例を用いることで、同じ大統領制の中で、

制度の詳細やその組み合わせの相異によっ

て、どのような政治的帰結の差がもたらされ

るのかについて明らかにする。 

第 3に、一般に「強い」と理解されている

大統領がむしろ自らの政策課題の立法化に

おいてこそ挫折してきた現代韓国政治の全

体像について、理論的に精緻な水準で提示す

ることである。 

 

 

３．研究の方法 

比較執政制度論の理論的成果に基づいて、

韓国の大統領の強さと政策課題の立法化に

関する仮説を構築した上で、計量分析と質的

な事例分析の両方を用いて検証し、実証の精

度を担保する。 

大統領の立法上の「強さ」について仮説を

構築する上で再検討が必要なのは、憲法の規

定上明確な憲法権限ではなく、党派的権力の

概念化と方法論的な精緻化である。先行研究

において、党派的権力は与党の議会支配(政

党システム)と大統領の与党統制(政党規律)

によって構成されるものとして概念化され

ているが、政党規律に関する研究は政党シス

テムと比べて不足しているため、ブレークス

ルーが必要である。これまで政党規律の程度

は議会における投票行動に基づいて算出さ

れるのが一般的だったが、むしろ、執政制度

によって政党規律や政党組織が規定されて

いるという新しい見方が提示されている。本

研究は政党規律そのものを対象にするもの

ではないが、韓国の大統領の強さを大きく規

定しているのは党派的権力であり、党派的権

力は政党規律によって左右される以上、大統

領制と政党規律の関係について理論的に検

討する。 

計量分析では、議会に提出された全ての法

案の処理状況に関するデータベースと年月

ごとの議会の党派構成に関するデータベー

スを新たに作成し、時期ごとに大統領の党派

的権力の相異によって法案の成立状況に有

意な差が見られるかどうかについて検証す

る。 

質的な事例分析では、金大中大統領の対北

朝鮮政策、盧武鉉大統領の首都移転政策、

李明博大統領の大運河政策など、大統領ご

とにいくつか象徴的な政策課題を取り上げ、

それぞれ立法化の全過程を追跡し、分厚い記



述を可能にする。 

 

４．研究成果 

民主化以後も依然として一般に「強い」と

理解されている韓国の大統領は、むしろ自ら

の政策課題の立法化においてこそ挫折して

きた。確かに、憲法権限は多国間比較におい

て今なお大きいが、そもそも大統領の強さは

党派的権力との関数である。 

党派的権力は、一般に、与党の議会支配と

大統領の与党統制によって左右される。いず

れも執政制度や選挙制度など政治制度によ

って規定されるが、韓国に特徴的な制度配置

は、大統領選挙と議会選挙が非同時選挙であ

るものの、大統領ごとに在任中議会選挙の時

期が異なるということである。議会選挙の時

期が遅いと与党の議会支配は困難になるが

大統領の与党統制は容易になる反面、早いと

逆に与党の議会支配は容易になるが大統領

の与党統制は困難になる。つまり、与党の議

会支配と大統領の与党統制は二律背反的で

あり、韓国の大統領はこのジレンマに直面す

るため、党派的権力は決して大きくはない。 

本研究は、韓国の大統領制について比較執

政制度論の中に位置づけることで、既存の比

較研究における「抜け落ちた輪」を補完する

と同時に、韓国事例にのみ観察される制度配

置から、比較執政制度論の理論的発展へフィ

ードバックを行った。また、現代韓国政治の

根幹である大統領制について時系列比較と

多国間比較の中で相対化することで、これま

で韓国地域研究において自明視されてきた

「強い」大統領像を補正することができた。

さらに、大統領制における立法パフォーマ

ンスは、大統領や議会といった選出部門間

の憲法権限と党派的権力といった比較執政

制度論の視角に、選挙管理委員会や憲法裁

判所といった非選出部門の機能を組み込む

ことでより適切に分析できることも明らか

にした。 
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